
1/15 

○匝瑳市コミュニティ育成事業補助金交付要綱 

平成１８年１月２３日 

告示第５号 

改正 平成２２年６月２１日告示第３６号 

平成２３年４月２２日告示第４２号 

令和３年６月３０日告示第７５号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地域社会における市民のふれあい及び快適な居住環境の確

保を図り、新たな地域連帯意識を醸成するため、匝瑳市の区域内の日常生活圏

域を共通にする者で構成されている地域団体（以下「地域団体」という。）が

行う地区コミュニティ育成事業（以下「補助事業」という。）に要する経費に

ついて、予算の範囲内においてコミュニティ育成事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し、匝瑳市補助金等交付規則（平成１８年匝瑳

市規則第６６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（補助事業等） 

第２条 補助事業の種類、範囲及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、次

に掲げる経費は、補助事業の対象経費から除くものとする。 

(1) 既存施設の補修費その他の維持管理経費 

(2) 用地取得費（借地料を含む。） 

(3) 施設に設置する備品類を調達する経費（冷暖房設備を除く。） 

(4) 補助事業に係る一般事務費の経費 

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の直接的費用と認め難い経費 

（交付の申請） 

第３条 規則第３条の規定により、補助金の交付の申請をしようとする地域団体

の長（以下「交付申請者」という。）は、コミュニティ育成事業補助金交付申

請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1) コミュニティ育成事業計画書（第２号様式） 
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(2) コミュニティ育成事業収支予算書（第３号様式） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第４条 規則第４条の規定により、市長は、前条の申請書の提出があったときは、

速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならな

い。 

２ 規則第６条の規定により、市長は、前項に規定する決定の結果をコミュニテ

ィ育成事業補助金交付決定（却下）通知書（第４号様式）により交付申請者に

通知するものとする。 

（交付の条件） 

第５条 規則第５条の規定により付する交付の条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更（市長が定める軽微な変更を除く。）

をしようとする場合は、市長の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けるこ

と。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂

行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受け

ること。 

（補助事業の変更等） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた地域団体の長（以下「補助事業者」という。）

は、補助金の交付決定後、補助事業の内容を変更し、又は中止若しくは廃止し

ようとする場合は、コミュニティ育成事業補助金変更（中止・廃止）承認申請

書（第５号様式）をあらかじめ市長に提出し、承認を得なければならない。 

２ 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可

否を決定し、その結果をコミュニティ育成事業補助金変更（中止・廃止）承認

（不承認）通知書（第６号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告の提出） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第１２条の規定により、

コミュニティ育成事業補助金実績報告書（第７号様式）を市長に提出しなけれ
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ばならない。 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、規則第１３条の規定により、交付すべき補助金の額を確定した

ときは、コミュニティ育成事業補助金確定通知書（第８号様式）により補助事

業者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第９条 補助事業者が規則第１５条の規定により、補助金の交付を請求しようと

するときは、コミュニティ育成事業補助金交付請求書（第９号様式）を市長に

提出しなければならない。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の八

日市場市コミュニティ育成事業補助金交付規則（昭和５６年八日市場市規則第

２２号）、野栄町コミュニティ育成事業補助金交付要綱（昭和６２年野栄町告

示第３７号）又は野栄町集会施設保全事業補助金交付要綱（平成８年野栄町告

示第６２号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの

告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 平成１７年度に限り、施行日の前日までに、合併前の野栄町コミュニティ育

成事業補助金交付要綱第４条又は野栄町集会施設保全事業補助金交付要綱第５

条の規定により補助金の申請をした者に対する当該補助金の補助対象経費、補

助率及び補助限度額（野栄町コミュニティ育成事業補助金交付要綱別表地区集

会場及び地区公園施設用地賃借料の項に規定する補助事業に係るものを除く。）

は、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 平成３１年度までの間に限り、施行日の前日までに、合併前の野栄町コミュ
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ニティ育成事業補助金交付要綱第４条の規定により補助金の申請をした者のう

ち同要綱別表地区集会場及び地区公園施設用地賃借料の項に規定する補助事業

の申請をしたものに対する当該補助金の補助対象経費、補助率及び補助限度額

については、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年６月２１日告示第３６号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、この告示に

よる改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２３年４月２２日告示第４２号） 

この告示中第１条の規定は公示の日から、第２条の規定は平成２４年４月１日

から施行する。 

附 則（令和３年６月３０日告示第７５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、この告示に

よる改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

別表（第２条関係） 

事業の種類 範囲 補助率 補助限度額 

コミュニティ

集会施設整備

事業 

新築及び改築（新築後20年又は

増築後10年を経過しているこ

と。）の場合は、建築床面積が

50平方メートル以上の集会施設 

補助対象経

費の2分の1

以内 

5,000,000円 

増築（新築又は改築後10年を経

過していること。）の場合は、

補助対象経

費の2分の1

1,000,000円 
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建築床面積が10平方メートル以

上の集会施設 

以内 

改修の場合は、事業費300,000円

以上の集会施設 

補助対象経

費の2分の1

以内 

1,000,000円 

コミュニティ

広場整備事業 

コミュニティ広場設備事業（た

だし、荒造成のみ） 

補助対象経

費の2分の1

以内 

600,000円 

遊具施設の整備 補助対象経

費の2分の1

以内 

500,000円 

その他 市長が適当と認める事業 予算の範囲内で市長が定める。 

備考 

１ 補助金には、１０，０００円未満の端数は付さない。 

２ 補助対象となった集会施設等については、当該補助金の交付を受けた翌年

度から５年間は、この告示に係る補助対象となることができない。 
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第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第３条関係） 

第４号様式（第４条関係） 

第５号様式（第６条関係） 

第６号様式（第６条関係） 

第７号様式（第７条関係） 

第８号様式（第８条関係） 

第９号様式（第９条関係） 

 


